
 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1900年 精神病者監護法 
・私宅監置を合法化し、原則として家族を監護義務者に設定 

1918年 呉秀三「私宅監置ﾉ実況」刊行 
・「此病ｦ受ケタルﾉ不幸ﾉ外ﾆ、此邦ﾆ生ﾚﾀﾙﾉ不幸ｦ重ﾇﾙﾓﾉﾄ云ﾌﾍﾞｼ」 

1950年 
 

精神衛生法  ※草案作成:日本精神病院協会 
・私宅監置の禁止 
・措置入院、同意入院(今の医療保護入院)の制度開始 

1952年 
 

抗精神病薬クロルプロマジン発見 
・日本でも 1955年から使用開始 

1954年 
 

厚生省が必要病床数を 35 万床と試算 
・民間精神病院設立への公的補助制度開始 

1958年 
 

精神科特例が発令(発医第 132号） 
・精神病院の医師数は一般病院の 1/3、看護師数は 2/3と規定 
 →日本精神病院協会の反発を受け、医師数は更に減少可能に 

1960年 
 

医療金融公庫法施行、融資開始 
・特別融資枠により全融資額の 4割を精神病院へ 

1961年 
 

精神衛生法一部改正  
・措置入院の国庫負担率が 5割→8割へ 

公衆衛生局長通知（第 729号、いわゆる“経済措置”） 
・家族の経済的事情に配慮した措置入院を認めるよう指示 

1963年 
 

ケネディ教書 
・精神病棟への絶望的長期収容を国が反省 

1964年 
 

ライシャワー事件 
・アメリカ駐日大使が精神疾患を持つ若者に刺される 

1968年 
 

ＷＨＯクラーク勧告 
・日本の精神保健について、精神病院が入院・隔離拘束で収益
を上げていること、病床増大による国家財政への圧迫、精神
科医が国際レベルにないこと、行政の無策などを厳しく警告、
厚生省に数々の具体的な改革案を提示。 

1969年 
 

安田病院の患者虐待・致死事件等多くの精神病院問題の告発 
→精神神経学会声明 
・「精神病院に多発する不詳事件に関連し全学会員に訴える」 

1970年 
 

「ルポ・精神病棟」が朝日新聞に連載(大熊一夫) 
・入院患者として精神病院に潜入、実態を暴く 

1978年 
 

180 号法：世界初の精神病院廃絶法 
・精神病院の漸次閉鎖、地域精神保健サービス網の展開  

1984年 宇都宮病院事件発覚 
・国際ＮＧＯの障害者インターナショナルと国際法律家委員会
が日本を査察 

1985年 国連差別防止少数者保護小委員会 
・厚生省精神保健課長「宇都宮病院事件は少数事例。1500病院
の大部分は健全」と弁明 

1988年 
日本は精神病床数 35 万を達成

・ ・

 

1993年 大和川病院の超悪徳患者虐待（第 3 次安田病院事件）発覚 
・詳しくは本しおり 6～7頁をご覧ください 

2016年 
現在に至る 

劣悪な施設基準
が今に至る 

時の首相も世論
も｢精神障害者は
危険、入院させ
よ｣と大合唱 

２４万７千床 

厚生省は 
完全に無視 

３５万２千床 

１万９千床 

２万６千床 

３万８千床 

７万４千床 

９万５千床 

１３万６千床 

１５万４千床 

２２万６千床 

２３万８千床 

２９万５千床 

３３万４千床 

３３万１千床 

３３万５千床 

３６万２千床 

４千８百床 

暴力団やコンニ
ャク業者も、精神
病院経営に参入 

１０万６千床 
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